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リ
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ウ
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論

時
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刷

我
闘
の
凶
富
及
び
凶
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所
得
争
論
ず

法

明

博

士
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市
平
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上

伺
制
問
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博
J
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仙
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歯

捜

明
泊
朝
年
自
大
肱
錨
替
合
祉
に
就
い
て

第
ニ
十
λ
魯

第

続

= 
λ 

五
大

明
治
初
年
の
大
阪
鑓
替
曾
枇

ι就
い
て

;菅

J野

示日

太

頁E

第

大
阪
鏑
替
曾
枇
設
宜
の
由
来

維
新
の
鴻
業
成
h
て
明
治
新
政
府
樹
立
さ
る
る
や
、
新
政
府
は
国
策
の
一
つ

Z
し
て
富
国
強
兵
を
其
の
主
眼
ピ

し
た
。
而
し
て
其
の
宮
闘
の
貨
を
皐
「
る
が
花
め
仁
は
是
非
共
泰
西
に
存
在
し
た
曾
枇
及
び
銀
行
を
奥
す
必
要
の

あ
る
こ
ご
を
痛
戚
し
た
政
府
蛍
局
者
は
、
明
治
二
年
仁
東
京
・
大
阪
・
西
京
・
柿
戸
・
大
津
・
新
潟
及
び
敦
賀
に
通
商
・

骨岬替

ω雨
曾
一
枇
を
設
立
す
る
こ

z
tし
た
。
大
阪
に
於
て
は
明
治
二
年
八
月
十
日
に
大
阪
鋳
替
曾
枇
が
設
立
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
之
が
即
も
抑
も
我
闘
に
於
り
る
銀
行
の
慌
鰯
で
ゐ
る
o

然
ら
ば
其
の
鎗
替
曾
一
耽
設
立
前
に
は
金

融
機
関
が
全
然
存
在
し
な
か
っ
た
か
古
い
ふ
に
、
さ
う
で
は
な
い
。
郎
も
幕
府
及
び
各
務
に
隷
属
せ
る
御
銭
替
組

及
び
減
一
冗
・
掛
尾
等

ω
用
達
商
が
あ
り
・
叉
某
の
他
大
小
の
岡
替
商
が
ゐ
っ
て
、
戒
は
税
金
を
預
b
、
震
替
を
以

て
之
を
官
庫
仁
納
め
、
或
は
各
務
り
た
め
に
金
融
の
使
を
圃
h
、
或
は
又
金
銀
銅
貨
の
交
換
等
を
な
し
て
、
銀
行

類
似
の
業
務
を
密
み
、
以

τ金
融
ょ
に
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
て
居
つ
花
。
而
し
て
此
等
は
多
〈
倒
人
解
答
で
あ

官雇土器講樟下巻

1) 明拍財政史 第十三巻 307頁 393買

大限軍 備部閉醐五十年此下 588頁
元疎n替曾駐在い」、名前はパンタ田鐸宇て晶晶(加藤耐・

一世)



t~ つ
o t: 
併が
L 
乍唯
らニ
此三
等例
のへ
金ば
融=
機ヲF
岡組
u ・
孟島
蕗回

3え組
は，、
各.野
務組
叱} 昌世

t~ i.i 
め、

lこ」込

用品
淫曾
す量t
る 業百

生蔽
卦の

手製
琴 27
ι下

六長
唯融
時業
折に

資従
金事
をし

一
般
人
民
に
貸
し
た
よ
正
が
ゐ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
如
〈
庚
〈
乱
公
衆
か
ら
預
金
を
放
牧

し
、
而

Lτ
之
を
貸
附
、
割
引
的
方
法
で
貸
出
す
ご
い
ふ
が
如
き
ζ

ご
は
・
嘗
時
未

r
一
般
に
行
は
れ

τ居
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
叉
維
新
前
の
金
融
機
関
は
永
だ
以
て
之
を
銀
行
E
稀
す
る
ζ

ご
を
得
争
、
唯
畿
に
銀
行

の
先
掘
を
な
せ
し
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
由
掃
永
六
年
米
艦
浦
賀
に
来
h
、
健
闘
の
迷
夢
を
破
・
り
て
よ
b
、
俄

仁
欧
米
ご

ω安
遁
頻
鎌
Z
な
h
，
、
我
倒
的
一
肱
曾
魁
憐
上
仁
受
付
穴
る
訂
撃
は
少
冷
仁
あ
ら
守
、
抽
附

τ
、
加
へ
て
徳

川
幕
府
の
覆
滅
に
よ
b
て
商
業
並
に
金
融
界
は
名
奴
す
べ
か
ち
ゅ
苫
る
混
乱
紋
態
に
陥
っ
た
。
議
に
至
っ
て
合
費
結

此
の
方
法
に
よ
る
銀
行
の
設
立
金
必
要
Z
す
る
-
』
正
の
切
な
る
も
の
が
あ
る
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
。

鹿
臆
一
二
年
十
二
月
十
四
日
に
大
政
復
古
が
全
国
-L
布
告
さ
れ
て
、
議
に
表
面
上
は
政
楢
山
統
一
が
完
成
さ
れ
た

る
が
如
〈
に
見
え
た
が
、
品
問
徳
川
氏
・
諸
諸
A
ぴ
枇
寺
は
、
英
の
土
地
を
領
有
し
て
居
た
た
め
、
政
府
は
廃
藩
詮

豚
に
至
る
迄
は
、
租
税
賦
課
の
賞
権
を
掌
握
す
る
-
』
ご
を
得
守
し
て
、
政
府
の
歳
入
は
常
に
甚
L
〈
快
乏
し
て
居

っ
h
H

。
始
め
政
府
U
某
の
窮
乏
を
救
ふ
た
め
、
三
井
・
小
野
・
島
田
等
の
宮
豪
の
献
金
仁
訴
へ

τ居
た
の
で
ゐ
均
一

た
が
.
絡
に
三
岡
八
郎
の
献
策
に
よ
っ
て
、
太
政
官
札
ご
い
よ
不
換
紙
幣
を
脇
田
行
し
て
、
共
の
歳
入
の
快
乏
を
補

填
せ
ん
ご
し
た
o
然
る
仁
新
政
府
の
信
用
未

r韓
弱
で
あ
っ
た
た
め
、
人
民
は
太
政
官
札
の
授
受
を
喜
ば
守
、

酋

襲

明
治
初
年
目
大
阪
錦
梓
官
祉
に
就
い
て

第
一
一
十
λ
磐

ブL

第

韓

E 
七



諭

叢

明
治
相
年
白
大
阻
局
替
曾
枇
に
就
い
て

第
ニ
十
λ
巷

五
λ 

四
O 

第

韓

め
に
其

ω流
通
兎
角
闘
滑
を
娘
、
吉
、
其
の
結
換
金
紙
叫
聞
に
値
開
き
を
見
る
に
至
る
有
様
で
ゐ
っ
た
。
倫
既
に
幕

末
仁
於
て
幣
制
は
桶
皮
叫
奈
乱
に
陥
っ
て
居
に
。
蓋
1
幕
府
は
縦
家
財
政
的
困
阪
人
遡
逢
す
る
し
叫
仁
一
貨
幣
り
改
鋳

を
な
し
、
思
貨
を
費
行
し
、
諸
車
摘
も
亦
秘
に
股
造
貨
幣
を
鋳
治
せ

L
め
た
た
め
、
貨
幣

ω
異
隈
殆
ん
ど
鑑
別
l
難

〈
な
っ
て
、
貨
幣
内
一
流
惑
を
妨

reQ一
』
ピ
膨
し
か
っ
た
。
加
ふ
る
に
諸
滞
は
其
の
領
内
限
hv
通
用
の
金
銭
銭
札
・
米

切
手
・
諸
手
形
等
所
説
滞
札
を
盛
仁
俊
行
し
て
.
共
的
弊
害
を
流
布
し
た
た
め
、
枇
刑
制
は
み
{
〈
紛
乱
し
.ξ
れ
が
延

ぃ

τ商
業
交
泌
を
迎
滞
せ
し
め
、
叉
金
融
ψ
道
を
杜
絶
せ
し
時
た
ω

然
る
に
術
安
政
五
年
の
日
米
保
約
は
外
国
貨

幣
り
圏
内
流
通
を
許
し
、
且
つ
貨
枇
剛
山
一
一
輸
出
を
禁
止
し
な
か
っ
た
た
め
、
叉
宮
時
欧
米
諸
国
で
は
金
銭
的
比
倒
一

芭
十
五
或
は
一
芭
十
五
宇
で
め
っ
た
に
も
拘
は
ら
宇
・
我
金
銀
座
に
於
て
は
一
三
二

ω
割
合
で
交
換
し
た
た
め
、

外
国
人
は
煩
r
L

我
国
よ
h
金
貨
を
輪
出

L
、
洋
銀
を
総
入
し
て
互
利
を
占
め
た
。
共

ω結
巣
金
貨
は
市
中
に
於
て

其

ω影
を
抑
凪

L
、
洋
銀
締
り
市
場
に
氾
濫
し
て
、
蕊
に
幕
府
り
融
市
制
金
〈
崩
援
し
、
事
賞
上
銀
草
本
位
に
様
化
せ

F
る
を
得
5
る
に
至
っ
た
。
か
、
る
幣
制
の
混
乱
紋
拙
閣
に
加
へ
て
、
明
治
政
府
は
太
政
官
札
を
而
か
も
強
制
的
に

流
地
せ
し
め
た
た
め
、
明
治
初
年
に
於
り
る
幣
制
は
金
〈
奈
乱
り
極
に
達
し
、
叉
某
の
影
響
ご
し
て
物
債
は
盆
々

勝
賞

Lτ
、
我
岡
山
財
政
経
務
は
二
つ
な
が
ら
紛
乱
錨
似
を
栃
め
た
。
夏
に
明
治
元
年
二
年
以
凶
年
の
た
め
、
東

北
産
米
地
は
非
常
山
俄
舗
で
あ
っ
た
り
み
な
ら
?
、
且
つ
内
乱
未
に
治
ら
な
か
っ
た
た
め
、
商
工
業
は
衰
退
し
、

信
用
取
引
は
中
止
し
・
金
融
は
閉
塞
し
て
、
経
済
枇
曾
は
万
に
牧
拾
す
べ
か
ら
ゲ
る
航
路
に
瀕
し
た
。
拡
に
於
て

325-6頁第十二容明治財政史2) 



新
政
府
の
蛍
局
者
は
、
此
川
町
図
岡
山
を
救
泊
す
る
が
た
め
に
は
、
農
商
を
奨
M
剛

L
て
産
物
を
興
す
こ

t
e伊
一
第
一
の
念

務
な
b
E
考
へ
た
。
而

L
て
そ
れ
が
た
め
じ
は
、
先
づ
金
融
山
一
道
を
開
通
せ

L
め
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
金
融
を
閲

通
せ
し
む
る
が
た
め
に
は
、
幣
制
を
改
革
す
る
正
同
時
に
命
融
機
閥
合
完
備
す
る
必
要
の
め
っ
た
こ
ど
は
い
ふ
迄

も
な
い
。
嘗
崎
泰
西
仁
於

τ商
工
業
が
陵
昌
で
ゐ
っ
た
の
は
曾
舵
組
織
に
よ
る
銀
行
に
負
ふ
所
少
か
ら
ざ
る
こ
ぜ

を
凱
同
協
し
た
政
府
首
局
者
は
、
外
岡
仁
倣
っ
て
銀
行
的
設
立
に
岩
手
す
る
こ
ピ
に

L
た
が
、
政
府
が
先
ヴ
信
用
制

皮
縮
立
の
た
め
に
採
っ
た
第
一
の
施
設
は
か
の
商
法
司
で
め
っ
た
。

大
阪
に
於
て
は
明
治
元
年
間
四
月
二
十
六
日
に
商
法
司
山
支
暑
が
設
げ
ら
れ
、
次
い
で
同
年
五
月
三
十
日
に
商

法
曾
所
が
設
置
苫
れ
た
が
、
そ
れ
は
蛍
時
俊
行
さ
れ
た
太
政
官
札
の
洗
過
を
促
進
せ
し
む
る
ピ
ヤ
ふ
一
つ
の
目
的

を
有

L
記。

一
元
来
太
政
官
札
は
政
府
の
財
政
上

ω目
的

ω
花
的
仁
義
行
古
れ
記
究
助
、
阪
述

ω如
〈
人
民
は
某
の

授
受
を
喜
ば
な
か
っ
た
。
滋
に
於

τ其
の
流
通
を
促
進
さ
す
た
め
、
次
の
如
き
方
法
を
採
っ
た
。
卸
も
商
業
資
金

の
融
通
を
受
け
ん
Z
す
る
者
が
、
商
法
曾
所
に
資
金
の
貸
下
を
願
出
づ
れ
ば
‘
商
法
曾
所
は
太
政
官
札
を
以
て
貸

下
げ
た
の
で
あ
る
o

嘗
時
大
阪
に
於
て
は
資
金
が
非
常
に
紋
乏
し
た
た
め
、
商
業
取
引
上
に
大
困
難
を
極
め
て
居

っ
た
。
蓋
[
維
新
前
後
に
於
て
大
阪
の
富
豪
に
多
〈
の
御
用
金
が
仰
付
り
ら
れ
た
た
め
、
大
阪
の
金
融
上
に
於
て

は
多
大

2
2障
を
生
じ
た
。
然
る
に
商
法
曾
所
よ
・
り
商
業
資
金
の
融
泌
を
受
付
ん

Z
L
て
も
、
夫
れ
相
官
の
引
嘗

ロ
聞
を
提
供
せ

F
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
人
々
は
容
易
に
必
要
ご
す
る
資
金
を
獲
得
す
る
ニ
子
宮
得
な
か
っ
た
。

信

提

第
二
十
八
巻

第

銃

五
ゴι

明
治
初
年
内
大
阪
鵠
替
舎
世
に
就
い
て

四
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明
治
相
年
目
大
阪
錨
替
官
祉
に
就
い
て

第
二
十
λ
巻

四

第

貌

後
に
至
っ
て
御
用
金
を
調
達
し
た
る
者
へ
は
、
共

ω調
達
語
文
を
引
蛍
正
し
て
金
札
を
貸
下
向
、
る
ニ
ご
が
許
苫
れ

る
に
至
っ
た
た
め
、

か
、
る
人
達
は
競
っ
て
其
の
貸
下
を
受
付
た
。
元
来
御
用
金
は
、
政
府
の
借
上
金
で
あ
る
か

ら
、
何
日
か
は
返
演
さ
る
べ
き
も
の
で
ゐ
っ
た
が
、
徳
川
時
代
か
ら
の
経
験
上
、
御
用
金
な
る
も
の
、
、
多
〈
は
、

返
済
苫
れ
な
い
運
命
を
有
し
て
居
た
こ
子
伊
-
賞
時
の
人
々
は
確
信
し
た
た
め
、
仮
A

ザ
不
換
紙
幣
で
あ
っ
て
も
、
金

札
凶
貸
下
金
受
り
て
置
く
方
が
安
全
で
め
る
己
占
有
へ
た
結
果
、
競
っ
て
共

ω貸
下
を
願
出
で
た
の
で
め
る
。
而
し

τ多
〈
の
場
合
御
用
金
を
上
納
す
る
ご
岡
崎
に
・
金
札

ω秤
備
を
受
付

τ居
っ
た
の
で
あ
っ

τ、
要
す
る
仁
之
が

正
金
正
金
札

F
e強
制
的
に
交
換
さ
せ
ら
れ
る
E
い
ふ
結
巣
芭
な
っ
た
ニ
芯
は
、
東
仲
間
商
奮
記
に
よ
っ

τ、
之

を
知
る
-
』
ピ
が
出
来
る
。
却
も
輩
出
胆
仲
聞
は
三
百
隔
の
調
達
金
を
明
治
一
万
年
十
月
仁
上
納
す
る
ピ
同
時
に
、
三
百

雨
の
拝
借
金
を
金
札
で
受
げ
た
の
で
ゐ
る
。

以
上
じ
よ
う

τ明
な
る
如
〈
、
商
法
司
は
商
業
資
金
を
貸
附
り
て
商
業
的
振
興
を
闘
る
機
闘
で
ゐ
っ
た
か
ら
、

醤
各
務
的
物
産
方
、
国
産
方
正
稀
す
る
制
度
を
図
説
し
た
も
め
古
い
ふ
-
M
E
が
出
来
る
。
併
し
乍
ら
賀
際
上
に
於

て
は
其
の
目
的
正
し
た
蕗
の
商
業
資
金
が
、
其
の
本
来
の
目
的
に
使
用
さ
れ
守
、
他
方
に
於

τは
太
政
官
札
が
正

賞
に
流
通
し
な
い
正
い
ム
有
様
ピ
な
っ
て
、
商
法
司
は
結
局
不
成
績
に
絡
h
、
明
治
二
年
三
月
十
五
日
に
康
止
主

れ
た
。商

法
司
に
代
っ
た
Z
こ
ろ
の
通
商
司
は
商
法
司
の
康
止
前
一
ヶ
月
卸
ち
明
治
二
年
二
月
二
十
二
日
に
各
開
港
場

商法司自費下に就いて位 本庄博士前招請土静岡

世升侯事歴称輯財政敵 中 I47-8r.r 
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に
詮
か
れ
、
其
の
設
誕
鴬
初
の
目
的
は
商
法
司
ご
は
大
に
異
っ
て
、
専
ら
外
国
貿
易
事
務
を
管
理
す
る
に
あ
っ
た

が
、
遂
に
同
二
年
三
月
商
法
司
を
慶
し
て
其
の
事
務
を
遁
商
司
の
所
管
ピ
な
し
た
た
め
、
貿
易
通
商
仁
闘
す
る
一

切
の
事
務
を
管
掌
す
る
こ
ご
に
な
ワ
化
。
明
治
二
年
六
月
二
十
四
日
の
太
政
官
ム
ザ
遼
を
見
れ
ば
、
通
商
司
が
一
般

経
済
上
に
閥
す
る
汎
ゆ
る
政
務
を
管
掌
し
た
ニ
ご
は
明
か
で
あ
る
が
、
其
の
内
最
も
重
要
な
仕
事
は
通
商
・
銭
替

の
岡
品
目
「
祉
を
設
立
指
導
L
允
こ
芭
で
あ
る
。
即
も
通
商
司
は
糊
業
殖
産
の
掠
仲
古
金
融

ω疏
通
古
を
岡
る
h
i

め、

通
商
曾
枇
及
び
潟
替
曾
献
金
設
立
せ

L
め
た
の
で
あ
っ
て
、
比
の
雨
曾
枇
は
相
互
に
烏
歯
輔
車

ω欄
係
を
有
し
、

通
商
司

ω命
令
を
受
げ
て
共
の
事
業
を
執
行
し
た
。
而
し
て
雨
曾
一
祉
は
其
の
内
而
に
於
て
は
事
賃
上
一
曾
祉
の
如

き
も
の
で
あ
っ
て
、
大
阪
錦
替
曾
枇
規
則
第
六
ケ
僚
に
も
・
商
品
目
枇
は
互
に
助
け
合
っ
て
事
業
金
な
l
、

話Z
，，1) 

如
〈
睦
合
ふ
べ
き
こ
正
、
並
び
に
岡
曾
枇
の
頭
取
は
.
相
互
に
雨
曾
枇

ω諸
帳
面
を
随
意
に
見
改
む
る
こ
芭
を
得

る
ご
い
ふ

--t
が
規
定
さ
れ
て
居
る
。

大
阪
骨
岬
帥
骨
曾
枇
は
大
阪
通
商
曾
枇
吉
岡
じ
〈
明
治
二
年
人
月
十
日
に
成
立
し
、
英
的
事
務
所
は
上
中
之
島
に
在

っ
た
通
商
司
の
内
へ
設
置
さ
れ
た
。
而
し
て
通
商
曾
枇
は
内
外
商
業
を
振
作
経
倍
す
る
を
以
て
共
の
目
的
ぜ
し
、

品
岬
替
曾
枇
は
共

ω振
作
純
俸
に
要
す
る
資
金
h
z
融
遁
蓮
樽
L
て
通
商
曾
副
に
助
カ
を
奥
へ
、
併
せ
て
金
銀
貨
鮮
の

融
通
を
容
易
な
ら
し
め
、
民
間

ω金
融
を
開
島
田
せ
し
め
ん
ご
す
る
を
以

τ其
の
目
的
Z
し
た
。
錦
替
曾
耽
が
此
等

の
目
的
を
貫
徹
す
る
が
た
め
に
如
何
な
る
盛
業
に
従
事
し
た
か
ど
い
ふ
に
、
資
金
借
入
業
務
・
込
し
て
は
、
先
づ
政

論

明
治
相
年
。
大
阻
鵠
替
曾
祉
に
就
い
て

四
= 

第

韓

護

第
二
十
凡
巻

". J、

趨向司のことに就いては制稿前掲論文書静岡8) 



論

盤

第
一
十
凡
巻

第

韓

明
治
初
年
内
大
阪
錨
替
骨
祉
に
就
い
て

四
回

府
よ
り
豆
額
の
資
金
の
貸
下
を
受
け
、
突
に
一
般
よ
り
の
預
金
を
預
b
・
最
後
に
我
岡
未
曾
有
の
計
劃
陀
る
銀
行

券
郎
も
金
券
及
び
銭
努
を
殺
行

L
、
之
に
曾
枇
の
資
本
金
を
併
せ
て
.
共
の
貸
出
資
金
古
し
花
。
而
し
て
曾
枇
は

此
等
の
資
金
を
商
業
振
作
の
た
め
に
貸
出
し
た
山
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
Z
L
t
貸
附

ω方
法
に
よ
っ
た
。
倫
曾

枇
は
他
の
錫
替
曾
祉
己
契
約
し
て
匁
替
業
務
に
従
事
し
、
夏
じ
雨
替
を
行
っ
た
o

(
時
一
説
哨
一
時
恥
一
日
子
稿
)

は
北
一
山
山
一
目
的
を
連
成
せ
し
む
る
た
め
保
険
副
業
を
も
粂
僻
す
る
こ
ピ
じ
な
っ
て
原
た
が
、
そ
れ
は
結
局
質
現
Z
れ

な
か
っ
た
。
術
賞
時
銑
に
流
通
の
園
滑
を
快
い
で
居
た
太
政
官
札
の
流
遇
h
T
促
進
す
べ
き
所
務
を
有
し
た
凶

曾
踊t

併
し
乍
ら
大
阪
鋳
替
曾
枇
の
設
立
が
然
か
く
容
易
に
賞
現
き
れ
な
か
っ
た
こ

t
は
、
大
阪
通
商
曾
寸
祉
の
設
立
の

場
合
ご
同
じ
で
ゐ
る
。
既
に
大
阪
の
商
人
は
曾
て
幕
末
に
設
立
さ
れ
た
商
赴
に
関
係
L
て
苦
い
経
品
酬
を
嘗
め

τ居

h
、
且
つ
共
同
企
業
組
織
に
よ
る
銀
行
な
る
も
の
が
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
る
が
ご
い
ふ
こ
ご
す
ら
充
分
に
理
解
し

て
居
な
か
っ
た
た
め
・
誰
し
も
喜
ん
で
持
替
曾
枇
の
設
立
に
参
加
し
よ
う
ご
は
し
な
か
っ
た
ゃ
う
で
ゐ
る
。
併
し

乍
ら
通
商
司
り
役
人
よ

h
の
糊
詑
‘
否
な
寧
ろ
強
迫
に
よ
っ

τ、
大
阪
山
富
豪
は
溢
々
乍
ら
大
阪
魚
替
曾
枇
の
設

立
に
参
加
し
、
絡
に
明
治
二
年
入
月
十
日
に
漸
く
瓜
々
の
撃
を
揚
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第

大
阪
潟
替
曾
祉
の
構
成

(E) 

中

大
阪
錦
替
曾
副
は
一
つ

ω枇
闘
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
構
成
す
る
ど
こ
ろ
の
枇
員
な
る
も
の
が

第二「五ケ除

前面t規則 片手書
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存
在
し
た
こ

Z
は
勿
論
で
あ
る
。
比

ω一
肱
員
を
枇
中
古
稀
し
た
。
而
じ
て
枇
中
は
其
の
分
限
に
廊
じ
て
差
加
金

(
一
名
身
元
金
)
を
醜
出
す
る
義
務
が
あ
っ
た
が
、
共
の
業
加
金
は
車
'
な
る
株
金
正
異
っ
て
、
枇
中
は
そ
れ
に
卦
し

て
月
一
歩
の
刺
息
を
受
け
る
檎
刺
を
有
し
、
術
曾
枇
に
牧
盆
が
ゐ
れ
ば
、
其
の
出
資
高
に
豚
じ

τ利
盆
配
嘗
を
受

け
る
権
利
も
勿
論
享
有
し
た
。
而
し

τ枇
中
は
其
の
差
加
金
に
封
し

τ曾
枇
よ
h
差
加
金
預
・
り
手
形
の
交
付
を
受

け
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
手
形
は
之
を
随
意
に
譲
渡
す
る
こ
ピ
が
出
来
た
。
尤
も
手
形
を
譲
渡
す
る
前
珠
め
舎
一
枇

へ
申
出
で
て
、
茶
の
許
可
を
受
〈
る
必
要
は
あ
っ
た
む
耐
中
の
資
格
は
之
を
制
限
す
る
こ
E
な
〈
、
身
元
調
査
の

上
、
此
中
一
同
の
評
議
に
よ
っ

τ共
の
加
入
を
決
定
し
た
。
但
し
遠
閥

ω者
は
、
共
の
身
元
を
磁
賞
仁
す
る
た

め
、
業

ω困
ω府
務
腕

ω添
翰
を
持
奉
ず
る
こ
ご
を
一
つ
の
僚
件
ご
し
た
。
而
し
て
創
立
賞
時
の
枇
中
の
歎
は
、

約
五
十
名
程
め
っ
た
が
、
解
散
蛍
時
に
は
約
七
十
名
穏
に
増
加
し
た
。

差
加
金
は
郎
ち
資
本
金
で
ゐ
る
か
ら
、
他

ω預
金
の
如
〈
、
手
形
引
替
に
其
れ
を
返
法
し
て
貰
ム
こ
E
の
出
来

な
か
っ
た
こ
ご
は
勿
論
で
ゐ
る
c

而
し

τ比
立
奈
川
金
を
以

τ曾
枇
は
其
の
貸
出

ω元
本
り
一
部
分
ご
し
た
o
向

曾
一
枇
的
資
本
金
は
幾
何
で
あ
っ
た
か
ご
い
ふ
に
、
前
に
遁
ぺ
し
如
〈
、
枇
中
に
加
入
せ
ん
ピ
す
る
も
の
は
、
殆
ん

Y
」
制
限
な
〈
加
入
す
る
こ
ご
を
得
た
た
め
、
曾
枇

ω資
本
金
も
枇
中
山
一
増
加
に
件
っ
て
培
資
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

明
約
二
年
人
月
十
日
曾
枇
が
成
立
し
た
町
山
差
加
金
的
令
計
は
拾
九
高
七
千
人
rH
闘
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
年
六

月
末
に
は
・
三
十
七
高
八
千
川
副

b

明
治
四
年
二
月
末
に
は
四
十
誠
二
千
六
百
刷
、
明
治
五
年
五
月
末
に
は
四
十
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論

聾

第
二
十
λ
轡

六
四

明

治

相

年

白

大

肱

話

替

曾

世

に

就

い

て

第

二

親

四
高
入
千
五
百
回

H

曾
枇
が
愈
々
解
散
さ
れ
る
ご
い
ふ
時
に
は
四
十
六
高
六
千
五
百
図
像
ご
い
ふ
や
う
に
漸
次
晴

回_. 
，、

記加
の<=)し
九曾 τ
名枇行
がのっ
任機 t~
命防 c

苫

れ
t~ 曾

祉
の
代
表
機
関
ご
も
見
る
ぺ
旨
も
の
一
に
組
頭
取
が
ゐ
る
。
而

L
て
葉
の
組
頭
取
に
は
友

山
中
蕃
右
描
門

長
岡
作
兵
衛

三
井
元
之
助
(
代
勘
加
藤

清
右
術
門
)

島
田

λ
蜘
左
衛
門
(
代
動
向
木
瓶
助
)

殿
村
平
右
術
門

小
野
暮
助
(
代
勧
武
附

A
七
)

中
原
庄
兵
備

石
崎
署
兵
術

印
刷
岡
孔
右
衛
門

助
等
の
者
は
勿
論
多
額
り
差
加
金
を
出
し
た
る
が
た
め
に
総
頭
取
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し

τ総
頭
取
は
枇
中

の
互
趨
じ
よ
っ
て
就
任
し
た
の
で
は
な
く
、
皆
官
命
に
よ
っ
た
の
で
ゐ
る
。
重
要
な
る
事
項
に
就
い
て
は
九
名
の

締
頭
取
が
漣
署
し
て
責
任
を
負
借
問
し
た
が
、
重
要
な
ら

F
る
事
項
に
就
い

τは
嘗
番
の
纏
頭
取
が
単
調
に
て
行
動

し
た
。
絡
調
取
の
外
に
頭
取
並
及
び
矯
替
方
ご
い
ふ
も
の
が
め
っ
た
。
こ
れ
も
官
命
に
よ
っ
て
就
任
し
た
の
で
あ

る
が
、
主

Z
L
て
内
部
的
に
品
目
枇
の
業
務
を
掌
っ
た
。
而
し
て
組
頭
取
及
び
頭
取
並
等
は
交
代
し
て
勤
務
し
た
の
で

あ
っ
て
、
頭
取
並
及
び
錦
答
方
は
十
人
宛
月
番
を
立

τ、
業
務
を
執
行
し
た
。
倫
監
督
機
闘
ざ
し
て
非
番
の
者
が

二
人
宛
順
次
に
合
枇
を
監
査
す
る
こ
ご
仁
な
っ
て
居
た
。
真
に
株
主
総
曾
に
相
官
す
る
も
の
に
枇
中
一
同
の
評
議

舎
が
あ
っ
て
、
重
要
事
項
に
就
い
て
議
決
し
た
が
、
そ
れ
は
夫
れ
粍
重
要
な
役
割
を
演
じ
な
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

曾
枇
り
使
用
人
ご
し
て
は
、
今
日
の
支
配
人
に
相
歯
す
る
者
に
、
取
締
正
い
ふ
も
の
が
ゐ
っ
て
、
英

ω
取
繍
に

岡地刑事十附ケ峰

合m上告書{大藤省嗣纂) 手
鍋倖命枇;年割{大蔵省嗣事}
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な
っ
た
人
は
悉
〈
纏
頭
取
の
手
代
で
ゐ
っ
た
。
初
め
小
野
・
島
田
・
三
井
の
手
代
も
取
織
で
ゐ
っ
た
が
、
後
に
至
つ

て
比
の
三
名
は
締
印
刷
取
の
代
勤
ご
し
て
勤
務
す
る
ニ
E
に
な
っ
た
た
め
、
残
h
六
名
の
線
頭
取
の
手
代
が
取
締
己

な
っ
て
曾
枇
の
質
権
を
掌
握
し
た
。
主
(
の
氏
名
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

草
地
可
晶
揃
(
山
中

帯
柏
新
助
{
蹴
附
)

側
高
兵
問
(
雌
村
)

榎
(
骨
一
両
七
{
中
風
)

旧
伏
事
描
(
長
田
)

大
谷
鹿
曲
(
石
崎
)

而
し
て
此
盤
す
の
取
締
は
曾
一
枇
の
業
務
ど
悩
H
T
L
て
仕
事
し
だ
の
で
ゐ
つ

τ、
曾
枇
は
其
の
業
務
を
枇
中
取
締
掛
、

札
制
調
治
方
取
締
掛

B

金
札
引
替
方
掛
、
貸
付
掛
、
諸
岡
出
張
取
締
掛
等
に
極
分
し
た
。

i表

大
阪
錨
替
曾
祉
の
性
質

以
上
に
よ
っ
て
大
阪
潟
替
曾
枇

ω
生
れ
出
づ
る
悩
み
、
共

ω
組
織
及
び
業
務
等
を
遁
ぺ
た
が
、
弦
に
問
題
ご
な

る
の
は
・
大
阪
線
替
曾
枇
の
性
質
で
あ
る
。

此
の
曾
祉
が
一
つ
の
共
同
企
業
形
態
で
ゐ
る
こ
ご
は
、

い
ム
迄
も
な
い
-
』
ピ
で
ゐ
る
が
.
そ
れ
が
一
つ
の
組
合

で
あ
る
が
、
勝
又
一
つ
の
曾
祉
で
ゐ
る
か
に
就
い
て
は
大
に
議
論
が
ゐ
品
。
機
謬
栄
一
氏
は
、
「
開
園
五
十
年
市
民
」

己
述
べ
て
居
る
が
同
氏
は
、
而
か
も
同
じ
喜

に
於
て
、
柏
崎
替
曾
枇
は
組
合
で
ゐ
っ
て
・
株
式
曾
枇
に
あ
ら
字
、

物
の
中
で
、
骨
川
替
曾
枇
は
凶
よ
h
A
1
H
の
曾
一
肱
Z
は
同
じ
か
ら
中
、
叉
其
の
事
業
も
数
年
に

L
て
失
敗
に
蹄
し
セ

・9
正
雄
も
・
術
之
を
以

τ我
同
曾
一
位
り
濫
修
正
な
す
に
妨
げ
な
い
さ
一
首
つ

τ居
る
。
併
し
乍
ら
大
阪
錦
替
曾
肢
の

白白

議

明
治
剖
年
四
大
飯
鵠
替
合
一
位
に
就
い
て

ま事

掠

プ宅
五

第
二
十
λ
各

四
t二

書北家保軍
事、但

脇
陣

ケ
ケ一-一一-一

ト
白
レ
a

慎
第

刷
削
臨

国
風
ゲ

一一世世四

五
十
骨
曾
十

替
棒
損

害
書
白
骨
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則

臨
阻
規

同
岡
大
大
同



論

第
二
寸
入
巻

六
六

第

競

議

明
治
初
年
由
大
医
鵠
替
曾
世
に
就
い
て

回
入

組
織
並
び
仁
其
凶
替
業
等
よ
h
判
断
す
れ
ば
、
調
立
せ
る
企
業

ω
m約
仁
基
い
て
成
立
せ
る
組
合
で
あ
っ
た
正

は
、
到
底
考
へ
得
ら
れ
な
い
。
卸
も
松
本
博
士
山
説
の
如
く
、
掛
川
替
曾
枇
は
我
国
に
於
り
き
曾
枇
の
涜
鯵
で
あ

る

己
破
言
す
る
ニ
正
が
出
来
る
。

大
阪
錦
替
品
目
枇
が
一
つ
の
曾
一
舵
で
あ
っ
た
ご
い
ふ
一
二
」
に
就
い
て
は
恐
ら
〈
何
人
も
異
存
が
め
ら
ま
い
が
、
次

に
問
題
E
な
る

ωは
、
ぞ
れ
が
何
曾
枇
T
あ
っ
た
か
ど
い
ふ
こ
正
で
ゐ
る
。
比
の
問
題
に
就
い
て
は
、
議
論
は
未

に
一
定

L
て
居
な
い
。
例
へ
ば
明
治
財
政
奥
に
於

τは
、
唖
凋
品
世
曾
此

ω性
質
は
組
合
品
目
一
枇
℃
あ
る
、

Z
脅
か
れ
て

ゐ
る
が
、
共

ω所
謂
組
合
曾
枇
ご
い
ム
意
義
は
判
然
t
L
な
い
の
で
あ
っ

τ、
戒
は
A
官
名
曾
枇
を
指
示
し
た
も
の

で
ゐ
る
か
も
知
れ
旧
制
。
上
田
博
士
は
、
錦
替
食
一
肱
は
株
式
合
此
の
先
駆
で
あ
る
が
、
株
式
合
枇

ω性
質
を
十
分
に

具
へ
た
も

ω一
で
は
な
い
ご
言
ひ
.
或
は
又
岬
A
M
旬
命
同
枇
に
類
似
し
て
居
る
ピ
逃
べ
て
居
る
。
要
す
る
に
縛
替
材
刷
が

何
曾
枇
で
あ
っ
た
ど
断
言
し
た
者
は
な
〈
、
唯
株
式
曾
献
に
人
前
耗
近
い
も
の
で
ゐ
る
ピ
言
っ
て
居
る
に
池
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

抑
も
大
阪
錦
替
曾
祉
は
、
他
の
吾
川
替
曾
枇

t
同
じ
〈
、
明
治
新
政
府
が
大
資
本
的

ω銀
行
を
起
さ
ん
ご
し
て
、

帥
ち
ん
ロ
資
結
枇
の
方
法
に
よ
っ
て
、
泰
西
に
あ
っ
た
株
式
曾
枇
組
蹴
の
銀
行
に
倣
は
ん
ざ
し
て
、
設
立
せ
し
め
忙

も
の
仁
外
な
ら
な
い

Q

従
っ
て
其
の
設
立
の
目
的
仁
副
は
ん
が
た
め
仁
は
、
康
〈
一
般
か
ら
資
本
を
集
め
な
り
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
郎
も
枇
中
を
各
方
面
か
ら
募
集
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
が
放
に
成
立

12EI 
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L
た
る
己
こ
ろ
の
潟
替
曾
枇
は
、
合
名
合
資
曾
枇
の
如
〈
、
家
族
的
な
集
闘
で
も
な
〈
.
叉
単
な
る
同
業
者
の
、

而
か
も
少
数
の
人
々
の
結
刷
で
も
な
〈
、
各
方
面
の
有
産
者
に
よ
ワ
て
組
織
さ
れ
た
曾
一
耽
で
あ
っ
た
。
叉
其
の
資

本
主
義
的
の
経
畿
の
色
彩
を
盆
々
畿
揮
す
る
た
め
、
枇
中

ω増
加
、
従
っ
て
叉
資
本
の
増
大
す
る
こ
E
は
、
曾
赴

が
之
を
大
に
撤
辿
し
た
-
』
ご
は
舵
に
述
べ

L
が
如
〈
で
あ
る
。

株
式
曾
枇
の
特
色

ω
一
つ
は
、
北
(
の
諦
券
制
度
に
ゐ
る
が
、
品
局
替
曾
刷
も
出
資
者
に
岨
劃
し
て
差
加
金
手
形
を
接

行
し
、
而
か
も
某
の
任
意
譲
渡
を
許

L
た
。
併
し
乍
ら
賞
際
に
於
て
共
の
手
形
は
頻
繁
に
貰
貿
せ
ら
れ
な
か
っ
た

ゃ
う
で
あ
る

L
u
叉
結
興
対
市
場

ω未
仁
費
生
せ

y
h
L嘗
防
に
於
t
は
・
ヲ
ぞ
れ
を
自
由
に
譲
渡
す
る
こ
ピ
も
事
賃

上
不
可
飽
な
こ
E
で
あ
叶
た
で
あ
ら
う
。
術
縛
棒
曾
枇
に
謝
す
る
出
資
が
説
券
化
事
れ

τ居
柁
古
い
ふ
こ
E
は
、

衣
の
事
賞
に
よ
っ

τも
確
言
古
れ
る
ニ
正
が
出
来
る
。
郎
も
篤
替
舎
恥
の
出
費
者
が
其
の
出
資
の
詑
明
芭
し
て
差

加
金
手
形
を
曾
魁
よ
h
俊
行
し
て
貰
っ
た
こ
ピ
は
・
院
に
越
ぺ
し
如
〈
で
あ
る
が
、
此
の
手
形
を
質
入
L
て
出
資

者
は
資
金

ω融
通
を
曾
枇
よ
b
受
付
て
后
た
の
で
ゐ
る
G

ヌ
初
め
政
府
が
錦
替
曾
枇
を
設
立
せ
し
め
た
時
も
、
曾

祉
に
劃
す
る
出
資
は
同
定
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
出
資
Z
同
時
に
資
金
の
融
過
を
受
〈
る
便
宜
が
あ
る
ピ
い
ふ
こ

t
e乞
言
っ
て
、
多
(
の
人
々
を
し
て
曾
枇
の
設
立
に
多
加
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
共
れ
は
取
も
宜
主
-T出
資
が
謹

券
化
苫
れ
た
ご
い
ふ
こ

E
を
意
味
す
る
。
兎
に
角
潟
替
曾
祉
の
出
資
が
諮
券
制
度
を
採
用
し
て
、
庚
〈
一
般
か
ら

の
出
資
者
を
募
集
し
た
こ
ご
は
、
株
式
曾
祉
の
第
一
の
特
色
を
具
備
し
て
居
た
ぜ
い
ふ
こ
Z
が
出
来
る
。

論

議

第
=
十
λ
を

;;~ 

士

四
九
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貌

明
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調
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骨
骨
一
位
K
就
い
て

393fr) 第二をよ同博士官位筒(甜11本史

同番 381頁

5) 

6) 



諭

明
治
初
年
の
大
限
錦
蒋
合
枇
に
就
い
て

第
二
十
凡
各

プヲ

A 

E 
C 

量存

続

叢

株
式
曾
駐
の
第
二
の
特
色
は
重
役
制
度
で
あ
っ

τ・
多
数
の
出
資
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
株
式
曾
枇
に
あ
h

て
は
、
英
の
経
営
の
任
に
嘗
る
者
は
、
共
の
内
の
少
数
の
者
で
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
即
ち
最
も
企
業
能
力
に
・
百
む

者
に
曾
枇
の
紙
管
を
一
任
し
、
他
の
出
資
者
は
其
の
経
管
省
の
手
腕
仁
信
頼
す
る
己
レ
ふ
一
』
ご
が
叉
株
式
曾
祉
の

一
特
色
で
あ
る
。
錦
替
曾
献
に
於
て
は
表
面
上
の
経
鵬
首
者
正
し
て
常
番
の
抽
船
頭
取
及
び
綱
取
並
が
あ
っ
た
。
従
つ

τ曾
一
枇
の
責
任
者
が
毎
月
交
代
す
る
ゃ
う
で
は
曾
此

ω
迩
僻
上
荒
川
仰
を
生
じ
な
い
か
と

ν
ム
疑
が
生
中
品

ω
で
あ

る
が
、
貰
際
曾
枇
を
運
傍
し
た
者
は
他
減
収
の
手
代
等
よ
b
成
っ
た
六
名
の
取
締
で
め
っ
た
。
郎
も
此
の
六
名
の

取
締
は
曾
祉
に
関
す
る
全
責
任
を
負
指
し
て
毎
日
従
業
し
、
叉
事
賃
上
比
等
の
者
は
車
な
る
使
用
人
で
な
〈
て
、

曾
枇
の
重
大
問
題
に
就
い

τは
他
の
枇
中
古
共
に
漣
署
し
て
居
る
。
従
っ
て
総
煽
取
及
び
頭
取
並
は
月
番
で
交
代

し
て
も
、
舎
一
肱
の
運
皆
上
に
就
い
て
は
何
等
の
差
隊
を
生
じ
な
か
っ
た
の
で
ゐ
っ
て
、
枇
中
は
皆
此
等
の
取
締
仁

曾
一
祉
の
経
俸
を
全
〈
一
任
し
立
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
枇
中
は
出
資
者
t
し
て
事
業

ω危
険
を
負
備
し
允
が
、

取
締
は
曾
枇
を
経
信
ず
る
職
分
仕
様
任
し
た

Q

之
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
錦
替
曾
此
も
所
謁
重
役
制
度
を
採
用
し
て

居
た
ご
い
ふ
司
』
己
が
出
来
る
。

最
後
に
鎗
替
曾
枇
の
枇
中
の
責
任
で
あ
る
が
、
曾
枇
規
則
中
に
は
其
の
責
任
の
範
囲
に
就
い
て
何
等
規
定
す
る

蕗
が
な
い
。
唯
明
治
六
年
三
月
井
上
大
識
大
輔
が
取
決
め
た
大
阪
潟
替
曾
枇
改
正
規
則
の
第
二
僚
に
弐
の
文
言
が

あ
る
。

426耳第 fニを明治財政史7) 



見
世
間
何
様
な
る
を
論

d
T
f
他
人
相
集
り
て
曾
を
結
び
枇
を
立
る
到
底
共
功
を
売
す
る
乙
主
憧
は
ず
し
て
寛
に
其
枇
E
敏
L
曾
を
解
か
ぎ
る
を
得

f

、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
‘
、
、
、
、
、
、

る
の
場
合
に
豆
る
と
き
に
は
首
相
韮
山
せ
る
本
費
金
量
浸
入
す
る
は
勿
論
の
こ
と
に
で
も

L
制
不
足
を
訴
ふ
る

ι脅
は
首
相
山
金
!
の
割
合
に
臨
ヒ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、

直
に
幸
山
ザ
由
晴
樹
を
抑
山
さ
し
む
る
は
是
宇
宙
白
骨
訟
に
し
て
詰
骨
副
山
口
慣
行
ず
る
所
の
も
の
な
り
故
に
今
此
曾
批
を
結
局
す
る
に
至
り
て
其
本
費

.

.
 、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、

を
浪
人
す
石
仰
不
足
止
生
，
せ
ば
共
不
足
丈
げ
の
金
高
を
帥
山
さ
し
む
る
こ
と
こ
れ
歪
世
田
こ
と
な
れ

E
も
(
下
略
)
(
闘
駄
目
慌
者
之
を
附
す
)

此
の
文
言
に
よ
っ
て
、

ベ
肱
中
の
責
任
が
無
限
で
あ
っ
た
-
」
吉
が
分
る
が
、

事
賃
上
に
於

τは
結
局
枇
中
の
責
任
は

有
限
で
停
ま
っ
た
o

兎
に
角
枇
中

ω責
任
が
無
限
で
め
る
ョ
己
い
ふ
こ
ピ
は
枇
中
の
恐
ら
〈
観
念
し
て
居
っ
た
慮
で

あ
る
け
れ
左
色
、
一
苅
来
責
任
の
有
限
ご
い
L
-
」
ご
は
、
株
式
曾
枇
に
収
品
て
は
定
程
重
要
な
特
色
で
は
な
い
の
で

ゐ
っ
て
、
錦
替
曾
枇
は
品
仙
の
重
要
な
ら

F
る
特
色
の
み
は
、
之
を
具
備
し
て
居
な
か
っ
た
諦
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
、
骨
岬
替
曾
枇
は
株
式
曾
枇
川
り
特
色
允
る
詮
持
制
度
己
重
役
制
度
ピ
は
之
を
具
備
し
て
居
っ
た

が
、
有
限
責
任
は
之
を
具
備
し
て
居
な
か
っ
た
。
併
し
有
限
責
任
は
株
式
曾
枇
の
重
要
な
特
色
で
は
な
い
か
ら
・

骨
岬
替
曾
枇
は
株
式
曾
枇
t
し

τの
重
要
な
る
性
質
を
多
分
に
具
有
し
て
居
た
も
の
古
い
ふ
-
』
正
が
出
来
る
。
元
来

明
治
新
政
府
が
震
替
曾
祉
を
設
主
せ
し
め
た
の
は
、
泰
西
に
め
っ
た
コ
ム
ご

τl卸
も
株
式
曾
駐
を
我
闘
に
移
植

せ
し
め
ん
E
し
た
の
で
ゐ
る
が
、
蛍
時
株
式
曾
枇
な
る
も
の
を
正
嘗
に
理
解
す
る
者
殆
ん
H

と
な
〈
、

た
め
に
株
式

曾
一
祉
を
完
全
に
移
植
し
得
宇
し
て
、
骨
岬
壮
骨
曾
枇
を
不
完
全
な
株
式
曾
祉
に
仕
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
o
然
る

に
其
の
後
株
式
曾
祉
に
閲
す
る
知
識
が
盆
々
増
進
し
た
が
た
め
、
骨
片
替
曾
一
枇
が
株
式
曾
枇
で
あ
る
古
い
ふ
こ
Z
も

明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
来
た
。
是
れ
、
初
め
に
於
て
は
出
資
者
を
枇
中
古
稽
し
た
る
に
拘
ら
十
、
曾
枇
の
解
散
す
る

諭

議

明
治
初
年
由
大
阪
信
替
舎
祉
に
就
い
て

第
二
十

λ
巻

五

第

鋭

穴
九



誼

叢

明
治
初
年
町
大
阻
儒
替
曾
世
に
就
い
て

七
O 

第
二
十
入
容

五

第

韓

頃
に
は
之
を
株
主
古
稀
す
る
に
至
っ
た
所
以
で
ゐ
る
。

由
是
腕
之
‘
錦
替
曾
枇
は
完
全
な
株
式
曾
枇
で
な
か
っ
た
ご
は
い
へ
、
政
府
は
株
式
曾
祉
の
つ
も
ち
で
設
立
せ

し
め
た
も
の
で
ゐ

h

且
ワ
椴
A
T
不
完
全
乍
ら
も
、
株
式
曾
批
正
し
て
の
重
要
な
る
特
色
は
、

之
を
具
備
し
て
居

た
の
で
あ
る
か
ら
・
震
替
曾
一
耽
を
以
て
我
闘
に
於
げ
る
株
式
曾
枇
の
慌
筋
で
め
る
ピ
断
言
し
て
も
、
敢
て
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。
従
っ
て
叉
私
は
、
我
闘
に
於
工
最
も
古
い
1

株
式
曾
批
正
い
ふ
肱
部
品
骨
は
、
之
を
岡
立
銀
行
仁
負
は
し

め
守
し
て
、
骨
岬
替
曾
枇
及
び
通
商
曾
一
耽
に
憶
は
し
む
ぺ
き
で
あ
る
古
忠
ム
。

第
四

飴

モー-I=t 

明
治
維
新
後
に
於
け
る
我
国
の
経
済
の
綾
田
肱
は
蓋
し
未
曾
有
の
こ

Z
で
あ
っ
て
、
此
の
綬
情
的
閣
進
が
ゐ
っ
た

れ
ば
こ
そ
、
現
在
我
闘
は
世
界
の
強
闘
の
内
に
伍
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o
而
し
て
維
新
後
に
於
け
る
此

の
異
常
な
る
俊
展
は
、
我
園
の
経
怖
が
維
新
後
資
本
主
義
的
に
俊
民
し
た
こ
芭
を
意
味
す
る
。
然
ら
ば
我
図
的
経

糖
は
維
新
後
如
何
に
し
て
資
本
主
義
的
に
綾
田
脱
し
た
が
ご
い
ふ
に
、
之
に
就
い

τは
積
々
の
原
因
が
存
す
る
で
ゐ

ら
う
が
、
茶
の
内
最
も
重
な
る
も
の
は
、
蓋
し
外
岡
資
本
主
義
の
魅
泡
で
ゐ
ら
う
o

郎
ち
閲
固
に
よ
h
て
外
岡
資

本
主
義
が
漸
次
我
闘
に
進
出
し
て
来
た
た
め
、

之
が
針
抗
上
我
闘
自
ら
も
資
本
主
義
的
に
な
ら
F
る
を
得
F
る-』

Z
に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
外
国
資
本
主
義
の
眼
迫
に
措
抗
す
る
た
め
、
明
治
新
政
府
は
意
識
的
仁
、
及
び
無
意
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識
的
に
.
並
び
に
積
極
的
に
、
及
び
消
極
的
に
日
本
を
し
て
資
本
亨
義
化
せ
し
め

F
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
官
時
外
周
資
本
主
義
的
奥
債
を
最
も
よ
〈
評
債
し
た
も
の
は
明
治
新
政
府
の
下
に
於
て
活
躍
し
た
官
吏
即

も
稽
幕
時
代
の
下
級
武
士
階
級
で
ゐ
っ
た
た
め
、

日
本
を
資
本
主
義
化
す
る
こ
芭
に
即
も
外
閥
資
本
主
義
の
移
植

模
倣
に
最
も
多
〈
全
力
を
議
し
た
者
も
彼
等
下
級
武
士
で
め
っ
た
。
従
っ
て
叉
生

ιた
こ
古
は
明
治
新
政
府
が
日

本
を
資
本
主
義
化
す
る
た
め
仁
採
っ
た
政
策
は
宮
岡
強
兵
の
策
で
め
っ
た
。
而
し
て
富
岡
強
兵
の
質
を
奉
げ
る
が

た
め
に
は
、
共
の
策
の
必
要
を
最
も
多
〈
痛
成
せ
る
ご
こ
ろ
の
政
府
常
局
岩
一
炉
、
廷
の
-
宮
岡
強
兵
の
旗
峨
争
最
も

鮮
明
に
な
し
て
、
世
人
を
誘
導
す
る
必
要
が
ゐ
っ
た
。
卸
ち
政
府
常
局
者
が
率
先
し
て
日
本
ef
資
本
主
義
化
す
る

こ
ご
に
脅
闘
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
共

ω結
旧
市
正
し
て
生
じ
た
ニ
ピ
は
、
殆
ん
い
と
総
べ
て
の
純
憐
活
動
が
所
謂

親
描
主
義
に
よ
り
て
支
配
苫
れ
た
こ
正
で
ゐ
る
。
郎
も
明
治
初
年
に
於
て
は
経
隣
国
伯
勤
は
殆
ん
H
C
組
ぺ
て
政
府
の

指
場
誘
拙
棋
を
侯
た
な
け
れ
ば
大
事
業
を
な
L
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
新
政
府
が
親
雄
主
義
e
f
賞
施
す
る
た
め
仁
採
っ
た
最
初
の
も
の
は
卸
も
明
治
二
年
に
設
立
さ
れ
叱
匁
替
曾

枇
R
A
ぴ
桶
商
曾
祉
で
め
る
。
従
っ
て
誌
に
越
べ
党
大
阪
潟
替
曾
批
は
明
治
新
政
府

ω
親
権
主
義
が
振
り
揚
さ
れ
仕

第
一
の
謝
象
物
に
外
な
ら
な
い
o

大
阪
第
替
曾
枇
は
、
表
向
上
は
私
の
曾
枇
で
あ
っ
た
が
、
其
の
設
立
、
管
業
及
び

終
末
に
於
て
悉
〈
政
府
嘗
局
の
指
導
誘
依
を
受
げ
た
。
尤
も
之
が
た
め
に
反
つ

τ数
年
に
し
て
曾
祉
を
解
散
せ
[

め・
3
る
を
得
ぎ
る
こ
ピ
ご
な
つ
北
ご
は
V

へ
、
九
回
醐
…
説
明
快
唯
一
一
計
吋
)
貫
際
政
府
の
助
カ
を
受
け
た
れ
ば
こ
号
、
曾
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前

叢

明
治
相
年
目
大
民
錦
替
曾
祉
に
就
い
て

第
一
一
十
λ
巻

五
回

貴匹

都

士

枇
又
は
銀
行
ピ
い
ふ
が
如
き
も
の
が
我
図
に
初
め

τ賞
現
し
た
の
で
ゐ
る
。
大
阪
第
替
曾
枇
は
某
の
存
綴
中
且
官
業

上
に
就
い
て
穂
々
の
保
識
を
政
府
よ
h
受
げ
、
殊
に
銀
行
券
俊
行
古
一
い
ム
特
許
を
附
奥
さ
れ
た
o

並
(
の
後
今
日
仁

至
る
迄
我
闘
で
は
政
府
よ
り
銀
行
券
の
謙
行
某
他
稀
々
の
特
許
を
附
典
3
れ

τ居
る
銀
行
及
び
曾
枇
は
数
多
あ
る

が
、
共
の
所
謝
特
許
曾
枇
り
鴎
矢
は
質
に
此

ω錦
替
曾
枇
で
ゐ
っ
た
。

闘
世
掛
活
動
を
資
本
主
義
的
に
級
制
す
る
が
允
め
じ
U
是
非
共
株
式
曾
刑
じ
よ
る
必
要
が
ゐ
品
。
従
っ
て
我
闘
も

外
幽
資
本
主
義

ω歴
迫
に
封
抗
し

τ、
自
ら
を
資
本
主
義
化
す
る
が
た
め
に
は
、
先
づ
株
式
曾
枇
を
設
主
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
卸
も
明
治
新
政
府
は
資
本
主
義
へ
の
門
出
の
第
一
歩
・
己
し
て
株
式
曾
祉
を
設
立
す
る
こ
正
に
し
た

の
で
あ
っ
て
、
其
の
抑
も
の
第
一
歩
は
此

ω矯
替
曾
一
耽
に
印
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
阪
に
越
ぺ
た
る
如
〈
、

般
A
T
不
完
全
で
あ
っ
た
芭
は
い
へ
、
震
替
曾
一
枇
は
一
つ
の
株
式
曾
枇
に
外
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
明
治
の

経
済
が
資
本
主
義
的
に
進
展
す
る
第
一
歩
を
印
し
た
ご
こ
ろ
の
記
念
す
べ
き
足
跡
で
あ
る
o

経
糖
が
資
本
主
義
的
に
後
出
品
す
る
が
た
め
じ
は
、
換
言
す
れ
ば
経
糖
活
動
が
株
式
曾
枇
組
綿
密
採
る
が
た
め
に

は
、
常
然
に
其
慮
に
銀
行
な
る
も
の
を
必
要
ご
す
る
。
我
闘
も
我
国
の
鰹
携
を
資
本
主
義
化
す
る
が
た
め
に
、
第

一
じ
株
式
曾
枇
を
設
立
す
る
こ
ご
に
し
た
が
、

之
芭
同
時
に
銀
行
合
設
立
し
て
、
金
融
の
便
を
開
通
せ
し
む
る
必

要
を
大
じ
認
め
た
結
川
市
、
通
商
曾
枇
Z
同
時
に
錦
替
曾
献
を
設
立
し

τ、
泰
西
に
ゐ
っ
た
銀
行
を
模
す
る
こ

Z
に

し
に
o

而
し
て
叉
金
融
的
仰
を
大
仁
開
通
す
る
が
花
め
に
は
、
銀
行
の
融
通
カ
を
増
大
す
る
必
要
が
あ
る
o
然
る



に
未
だ
預
金
な
る
も

ω、
後
漣
し
な
い
明
治
初
年
に
於
て
は
、
其
の
融
通
カ
を
増
大
す
る
が
た
め
に
は
、
勢
ひ
外

閥
的
銀
行
り
阪
に
賀
行
L
て
居
た
銀
行
券
な
る
も
の
を
殺
行
す
る
よ
b
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
。
之
が
た
め
矯
替

曾
枇
は
我
闘
未
曾
省
的
一
計
劃
た
る
銀
行
券
の
後
行
を
特
許
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

τ、
共
の
窮
極
叫
目
的
ご
す
る
記

こ
ろ
は
、
資
本
主
義
化
を
一
一
居
促
進
せ
し
む
る
こ
芭
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
大
阪
矯
替
曾
枇
の
緩
行
し
た
る
金
券

及
び
銭
券
は
か
く
し
て
生
れ
出
で
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
叉
賞
に
我
園
に
於
げ
る
銀
行
券
り
鼻
組
で
あ
る
o

之
を
要
す
る
仁
大
阪
錦
枯
骨
曾
祉
は
、
我
凶
が
資
本
主
義
的
仁
進
展
す
る
ご
い
ふ
旗
臓
が
第
一
に
掲
げ
ら
れ
た
ご

こ
ろ
の
も
の
で
め
る
。
換
言
す
れ
ば
明
治
新
政
府
が
資
本
主
義
的
鎌
田
肱
へ
の
瀬
路
ご
し
て
踏
み
出
し
た
第
一
歩
心

も
の
が
邸
も
此
り
品
川
替
曾
祉
で
あ
る
。
尤
も
北
{
山
り
瀬
路
は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
併
し
之
が
我
閥
的
経
掛
活
動
を

資
本
主
義
化
す
る
が
た
め
に
稗
盆
ゼ

L
Z
こ
ろ
少
く
な
く
、
之
が
動
因
正
な
っ
て
株
式
曾
一
肱
及
び
銀
行
を
大
に
脅

建
せ
し
め
、
延
い
て
今
日

ω如
(
我
闘

ω経
済
を
大
に
後
展
せ
し
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o
兎
に
角
大
阪
品
川
替

曾
枇
は
他
り
骨
岬
替
品
目
此
Z
同
じ
く
我
闘
に
於
り
る
段
初
の
特
許
品
目
枇
、
銀
行
而
か
も
品
目
券
銀
行
の
哨
矢
、
株
式
曾

↓
肱
的
措
鯵
正
い
ふ
且
耳
鼻
骨
を
描
問
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
明
治
経
済
を
大
畿
日
出
せ
し
む
る
最
初
の
礎
石
ピ
な
っ
た
の
で
あ

る
o

換
言
す
れ
ば
、
大
阪
震
替
曾
一
祉
は
我
困
殊
に
大
阪
の
農
業
を
資
本
主
義
化
す
る
原
動
カ
芭
な
っ
た
も
の
で
ゐ

る
か
ら
.
明
治
維
新
後
に
於
げ
る
大
阪

ω経
済
の
畿
越
を
攻
究
す
る
が
た
め
に
は
、

ぞ
れ
は
最
初
に
手
を
着
〈
べ

き
、
叉
最
も
必
要
な
る
研
究
調
象
で
め
る
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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